
警 告
・船の係留を承諾している方に配付している係留ス

テッカーがあなたの船には確認できません。

・この水域に船を放置することは犯罪です。

・県は船舶番号から所有者を特定し刑事告発する

準備に入りました。

・早急に以下へ連絡してください。

・連絡の際、氏名、電話番号、船舶番号、
放置艇の場所をお聞きしますので、それらを必

ず確認の上、連絡してください。（それらの情報をお話

しいただけない場合は電話を切らせていただくことがありま

す。）

W
A
R
N
I
NG

W
A
R
NI
N
G

W
AR
N
I
NG

W
A
R
NING

WARNING
WARNING

WARNING
 WARNING

WA
RN

IN
G

WA
RN
IN
G

WA
RN
IN
G

WA
RN
IN

G
WA

RN
IN

G
W
AR
N
I
NG

 W
A
R
N
I
NG

 W
A
R
NI
N
G

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING  

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING  

係留ステッカー

備前県民局建設部 東備地域管理課 TEL：0869-92-5170

船舶番号 000-00000

船舶写真

(別添資料)
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